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お知らせ号

●市の人口と世帯数（平成１８年８月１５日現在） ・人口３９，６３３人（男１８，９９４人／女２０，６３９人）・世帯数１３，２６８世帯

つがる市農産物キャラクター・キャッチフレーズが決定
　
つがる市農産物キャラクター・キャッチフレーズが決定
　
　5月8日から募集した「つがる市農産物キャラクター・キャッチフレーズ」が6月30日に締め切られ、
キャラクター1,216点、キャッチフレーズ4,589点、計5,805点の応募があり、8月10日最終選
考会が行われ、キャラクターの最優秀賞に山内和人さん（弘前市）、キャッチフレーズの最優秀賞に
高岡千鶴子さんが（むつ市）選ばれました。　

【キャラクター部門】　　　　　　　　　　　　　　　【キャッチフレーズ部門】　　　　　　　　　
　最優秀賞　　弘　前　市　　山　内　和　人　　　　最優秀賞　　む　つ　市　　高　岡　千鶴子
　優 秀 賞　　東　京　都　　井口　やすひさ　　　　優 秀 賞　　五所川原市　　世　永　　　星
　優 秀 賞　　千　葉　県　　佐久間　　　武　　　　優 秀 賞　　兵　庫　県　　木　村　妙　子
　優 秀 賞　　北　海　道　　川　畑　宗　昭　　　　優 秀 賞　　宮　崎　県　　和　田　　　力
　優 秀 賞　　神 奈 川 県　　桐　山　武　久　　　　優 秀 賞　　石　川　県　　神　馬　せつを
　優 秀 賞　　新　潟　県　　加　藤　孝　二　　　　優 秀 賞　　つがる市車力　　佐　藤　祥　磨
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九
月
の
行
政
相
談

〈
木
造
会
場
〉

日　

時　

八
日（
金
）・
二
十
二
日（
金
）

　
　
　
　

午
前
十
時
〜
午
後
二
時

場　

所　

木
造
保
健
セ
ン
タ
ー
和
室

　
　
　
　

行
政
相
談
員　

小
田
原
一
次　

氏

　
　
　
　
　

木
造
千
年
九－

一

電
話　

四
二－

三
二
五
七

〈
森
田
会
場
〉

日　

時　

八
日（
金
）
午
前
十
時
〜
正
午

場　

所　

 

森
田
高
齢
農
業
者
生
き
が
い
セ
ン

タ
ー

　
　
　
　

行
政
相
談
員　

佐
藤
朋
子　

氏

　
　
　
　

森
田
町
床
舞
豊
原
八
四－

二

　
　
　
　
　
　

電
話　

二
六－

二
三
七
〇

 

九
月
の
献
血

日
時
・
場
所

　

十
八
日
（
月
・
敬
老
の
日
）

　
　

午
前
十
時
〜
午
後
四
時

　
　
　

イ
オ
ン
柏
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

　

二
十
一
日
（
木
）

　
　

午
前
十
時
〜
正
午

　
　
　

木
造
保
健
セ
ン
タ
ー
前

　
　

午
後
一
時
三
十
分
〜
午
後
四
時

　
　
　

成
人
病
セ
ン
タ
ー
前

 

届
け
出
は
お
済
み
で
す
か

　

平
成
十
八
年
度
特
別
障
害
者
手
当
の
所
得
状

況
届
の
受
付
は
九
月
六
日（
水
）、平
成
十
八
年

度
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
所
得
状
況
届
の
受
付

は
九
月
八
日（
金
）ま
で
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
だ
、
届
け
出
を
済
ま
せ
て
い
な
い
方
は
、

締
め
切
り
の
期
日
ま
で
に
必
要
書
類
を
添
え
て
、

最
寄
の
各
支
所
民
生
福
祉
課（
市
役
所
福
祉
課
）

へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　

福
祉
事
務
所　

生
活
係

電
話　

二
五－

三
一
一
六

農
業
委
員
会
農
家
相
談
に
つ
い
て

　

農
地
の
売
買
、
賃
貸
借
等
の
農
家
相
談
を
行

い
ま
す
の
で
、
相
談
し
た
い
方
は
、
左
記
の
日

時
に
お
い
で
く
だ
さ
い
。

〈
稲
垣
支
所
〉

　

九
月
二
十
一
日（
木
）・
二
十
八
日（
木
）

午
前
九
時
三
十
分
〜
正
午

〈
車
力
支
所
〉

　

九
月
二
十
一
日（
木
）・
二
十
八
日（
木
）

午
後
一
時
三
十
分
〜
午
後
四
時

問
い
合
わ
せ
先

　

農
業
委
員
会
（
柏
支
所
内
）

　
　
　
　
　
　

電
話　

二
五－

三
八
二
〇

老
齢
基
礎
年
金
の
繰
上
げ 　

　
　
　
　
　

 

請
求
は
慎
重
に

　

老
齢
基
礎
年
金
は
、
原
則
と
し
て
六
十
五
才

か
ら
受
け
ら
れ
ま
す
が
、
希
望
に
よ
り
六
十
才

以
降
、
繰
り
上
げ
て
受
け
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

し
か
し
、
受
け
よ
う
と
す
る
年
齢
に
よ
り
一
定

の
割
合
で
年
金
が
減
額
さ
れ
、
六
十
五
歳
以
降

も
一
生
減
額
さ
れ
た
年
金
を
受
け
る
こ
と
に
な

り
ま
す
（
繰
上
げ
支
給
）。

　

ま
た
、繰
上
げ
支
給
を
始
め
た
後
は
、六
十
五

歳
前
に
特
別
に
支
給
さ
れ
る
老
齢
厚
生
年
金
の

支
給
が
停
止
し
た
り
、
病
気
や
ケ
ガ
で
障
害
者

に
な
っ
て
も
障
害
基
礎
年
金
を
受
け
ら
れ
な
い

場
合
や
、
万
が
一
、
夫
が
亡
く
な
っ
た
と
き
の

寡
婦
年
金
が
受
け
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
も

な
り
ま
す
。

　

一
度
繰
り
上
げ
請
求
を
す
る
と
取
り
消
す
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。
以
上
の
こ
と
を
ご
理
解
の

う
え
、
繰
上
げ
請
求
を
す
る
か
ど
う
か
は
慎
重

に
お
考
え
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　

市
役
所　

市
民
課　

国
民
年
金
係

電
話　

四
二－

一
一
〇
八

　

又
は
弘
前
社
会
保
険
事
務
所
ま
で

電
話　

〇
一
七
二－

二
七－

一
三
〇
九

農
道
・
市
道
上
で
枯
れ
草
等
を

　
　
　

 

焼
か
な
い
で
下
さ
い

　

農
道
・
市
道
上
で
枯
れ
草
等
を
焼
い
て
い
る

方
が
い
ま
す
が
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
道
路
が
焼
損

し
ま
す
の
で
、
絶
対
に
焼
却
し
な
い
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　

市　

役　

所

　
　

農
村
整
備
課 
電
話 
四
二－

二
六
九
五

　
　

土
木
課 

電
話 
四
二－

三
二
二
一

 

第
三
回 

地
域
安
全

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
in
車
力　

　

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
通
し
て
参
加
者
の
交
流
を

深
め
、
さ
ら
に
は
健
康
増
進
を
図
る
と
と
も
に

地
域
の
安
全
を
願
い
開
催
し
ま
す
。 

皆
さ
ん
の

ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

日　
　

時　

九
月
十
七
日
（
日
）

　
　

○
24
キ
ロ
・
12
キ
ロ
コ
ー
ス

　
　
　

受
付
時
間　

午
前
七
時
〜

　
　
　

集
合
時
間　

午
前
七
時
四
十
分

　
　
　

出
発
時
間　

午
前
八
時

　
　

○
５
キ
ロ
コ
ー
ス

　
　
　

受
付
時
間　

午
前
八
時
三
十
分
〜

　
　
　

集
合
時
間　

午
前
九
時
十
五
分

　
　
　

出
発
時
間　

午
前
九
時
三
十
分

集
合
場
所　

 

む
ら
お
こ
し
拠
点
館「
フ
ラ
ッ
ト
」

つ
が
る
市
豊
富
町

参
加
料　

大
人
千
円　

中
高
生
五
百
円

　
　
　
　
　

 【
小
学
生
以
下
は
無
料
（
但
し
保

護
者
同
伴
）】

　
　
　
　

※ 

参
加
料
に
は
、
車
力
温
泉
入
浴
券
、

昼
食
券
（
砂
丘
と
ろ
ろ
ご
は
ん
・

し
じ
み
汁
・
し
そ
ジ
ュ
ー
ス
）、

保
険
料
が
含
ま
れ
ま
す
。

申
込
締
切　

九
月
十
一
日
（
月
）

　
　
　
　

※
当
日
の
申
込
み
は
受
付
ま
せ
ん
。

主　
　

催　

 

地
域
安
全
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
in
車
力

実
行
委
員
会

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

市
役
所　

車
力
支
所
総
務
財
政
課

電　

話　

五
六－

二
一
一
一

　

Ｆ
Ａ
Ｘ　

五
六－

三
七
七
七
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木
造
中
央
公
民
館
・
森
田
公
民
館

　
　
　
　
　
　

の
使
用
に
つ
い
て

　

ア
ス
ベ
ス
ト
工
事
完
了
に
伴
い
、
通
常
通
り

業
務
を
行
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　

木
造
中
央
公
民
館（
生
涯
学
習
課
）

電
話　

四
九－
一
二
〇
〇

　

森
田
公
民
館

電
話　

二
六－

二
五
六
六

『
西
北
地
域
ス
ポ
ー
ツ
フ
ェ
ス

　

 

テ
ィ
バ
ル
』
参
加
者
募
集

　

初
心
者
大
歓
迎
！
体
育
指
導
委
員
が
や
さ
し

く
指
導

日　

時　

九
月
二
十
四
日（
日
）
午
前
九
時
〜

場　

所　

つ
が
る
地
球
村

種　

目　

①
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
（
五
チ
ー
ム
）

　
　
　
　

②
グ
ラ
ン
ド
ゴ
ル
フ
（
二
十
人
）

　
　
　
　

③
ペ
タ
ン
ク
（
十
五
人
）

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

市
教
育
委
員
会　

ス
ポ
ー
ツ
健
康
課

　
　
　
　
　
　

電
話　

四
九－

一
一
九
三

「
秋
の
交
通
安
全
運
動
」

　

九
月
二
十
一
日（
木
）か
ら
三
十
日（
土
）ま
で

の
十
日
間
「
秋
の
交
通
安
全
運
動
」
が
実
施
さ

れ
ま
す
。

重　

点　

①
高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止

　
　
　
　

② 

夕
暮
れ
時
と
夜
間
の
歩
行
中
・
自

転
車
乗
用
中
の
交
通
事
故
防
止

　
　
　
　

③ 

後
部
座
席
を
含
む
シ
ー
ト
ベ
ル
ト

と
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
正
し
い

着
用
の
徹
底

「
夕
暮
れ
に
光
る
ラ
イ
ト
が
防
ぐ
事
故
」

 

む
つ
小
川
原
地
域
・

産
業
振
興
財
団
の
事
業
募
集　

　

財
団
法
人
む
つ
小
川
原
地
域
・
産
業
振
興
財

団
で
は
、
地
域
の
活
性
化
及
び
産
業
の
育
成
・

振
興
を
図
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
支
援
事
業
を
募
集

し
て
い
ま
す
。

助
成
金　

事
業
費
の
五
分
の
四
以
内

助
成
対
象
者　

 

県
内
市
町
村
、
産
業
団
体
、
地
域

づ
く
り
グ
ル
ー
プ
な
ど

募
集
期
間　

十
月
一
日
㈰
〜
十
一
月
三
十
日
㈭

問
い
合
わ
せ
先

　

〒
〇
三
〇－

〇
八
六
一

　

青
森
市
長
島
一
丁
目
十
番
四
号

　

ヤ
マ
ウ
ビ
ル
７
Ｆ

　

む
つ
小
川
原
地
域
・
産
業
振
興
財
団

Ｔ
Ｅ
Ｌ
〇
一
七－

七
七
三－
六
二
二
二

Ｆ
Ａ
Ｘ
〇
一
七－

七
七
三－

六
二
四
五

http://w
w
w
.jom

on.ne.jp/̃
m
ozaidan/

又
は　

市
役
所
企
画
課　

内
線
三
二
四

第
3
回
カ
ル
チ
ャ
ー
ス
ク
ー
ル
開
催

 

再
就
職
や
ア
ル
バ
イ
ト
を
す
る
際
に
も
エ
ク

セ
ル
・
ワ
ー
ド
経
験
者
が
優
遇
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
ず
は
行
動
あ
な
た
も
資
格
を
取
っ
て
み
ま
せ

ん
か

期　

間　

九
月
十
二
日（
火
）

〜
十
一
月
二
十
九
日（
水
）

　
　
　
　

ワ
ー
ド（
初
級
）・
エ
ク
セ
ル（
中
級
） 

毎
週
火
曜
日
の
予
定

　
　
　
　

エ
ク
セ
ル（
初
級
）毎週

水
曜
日
の
予
定

　
　
　
　

ワ
ー
ド（
中
級
）

十
月
四
日
よ
り
毎
週
水
曜
日
の
予
定

時　

間　

午
後
六
時
三
十
分〜

午
後
八
時
三
十
分

場　

所　

五
所
川
原
商
業
高
等
学
校

　
　
　
　

四
階
第
二
・
三
情
報
処
理
室

対
象
講
座 　
「
エ
ク
セ
ル
」
コ
ー
ス
初
級
・
中
級
、

「
ワ
ー
ド
」
コ
ー
ス
初
級
・
中
級
。

初
歩
よ
り
教
え
ま
す
の
で
初
心
者
の

方
で
も
大
丈
夫
で
す
。

定　
　

員　

初
級　

約
三
十
五
名

　
　
　
　
　

中
級　

約
十
五
名

テ
キ
ス
ト
代　

各
コ
ー
ス
千
円

（
受
講
料
は
無
料
で
す
）

日　
　

程 　

日
程
に
つ
い
て
は
学
校
等
の
行
事
に

よ
り
変
更
が
あ
り
ま
す
の
で
開
校
式
の

日
に
配
布
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

受
講
受
付　

九
月
四
日（
月
）〜
九
月
八
日（
金
）

　

毎
回
多
数
の
申
し
込
み
が
あ
り
大
変
ご
迷
惑

を
か
け
て
お
り
ま
す
が
定
員
に
な
り
し
だ
い
締

め
切
り
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
お
早
め

に
お
申
し
込
み
下
さ
い
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

五
所
川
原
商
業
高
等
学
校

　
　
　
　
　
　
　

電
話　

三
五－

五
一
五

 

不
動
産
取
得
税
の
軽
減
制
度

　

不
動
産
取
得
税
は
、
家
屋
を
新
築
・
増
改
築

に
よ
り
取
得
し
た
と
き
、土
地
や
家
屋
を
売
買
・

贈
与
な
ど
で
取
得
し
た
と
き
に
一
度
だ
け
課
税

さ
れ
る
、
県
の
税
金
で
す
。

　

な
お
、
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
住
宅
や
そ

の
住
宅
用
地
を
取
得
し
た
場
合
に
は
、
不
動
産

取
得
税
が
軽
減
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　

五
所
川
原
県
税
事
務
所　

課
税
課

　

電
話　

三
四－

二
一
一
一

　
　
　
　
　

内
線　

二
一
二
〜
二
一
四

「
品
目
横
断
的
経
営
安
定
対
策
」

　

九
月
よ
り
加
入
手
続
き
開
始

　

品
目
横
断
的
経
営
安
定
対
策
の
加
入
手
続
き

（
秋
ま
き
麦
の
み
）
が
九
月
一
日
か
ら
始
ま
り

ま
す
。

　

受
付
場
所
は
、
最
寄
り
の
農
政
事
務
所
及
び

地
域
課
等
に
な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　

青
森
農
政
事
務
所

　
　

地
域
第
三
課
（
五
所
川
原
庁
舎
）

　
　
　
　
　
　

電
話　

三
五－

二
一
三
八

　

青
森
農
政
事
務
所

　
　

五
所
川
原
統
計
・
情
報
セ
ン
タ
ー

電
話　

三
五－

六
〇
六
〇

総
合
カ
ラ
テ
教
室 

受
講
生
募
集

　

稲
垣
体
育
館
で
は
毎
週
土
曜
日
午
後
六
時
か

ら
八
時
ま
で
総
合
カ
ラ
テ
教
室
を
開
設
し
て
お

り
、
受
講
生
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

初
心
者
大
歓
迎
！

問
い
合
わ
せ
先

　

稲
垣
体
育
館

　

電
話　

四
六－

二
八
五
四
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国民健康保険と　　　　
老人保健が変わります　

̶ 平成１８年１０月1日から健康保険法が改正され、医療費の自己負担などが変わります。̶

７０　

歳　

未　

満　

の　

人

　○高額医療費の自己負担限度額が変わります
　同じ人が同じ月内に、同一の医療機関に支払った自己負担額の合計が高額になった場合、申請をし
て認められると、自己負担限度額を超えた分は高額医療費として支給されます。今回の改正で、70歳
未満の人は下表のように自己負担額限度額が一部引き上げられます。
平成18年
9月30日まで 　　　　　　　　　　　　　　　　 平成18年

10月1日から　　　　　　　　　●自己負担限度額（月額）　　　　　　　　　　　　●自己負担限度額（月額）

3回目まで 4回目以降※2

一　　般

72,300円＋　
医療費分が２１４，０００円
を超えた場合は、その
超えた分の１％を加算

40,200円

上　　位
所得者※1

139,800円＋　
医療費分が４６６，０００円
を超えた場合は、その
超えた分の１％を加算

77,700円

住民税非課
税 世 帯 35,400円　　 24,600円

▶

3回目まで 4回目以降※2

一　　般

80,100円＋ 　
医療費分が２６７，０００円
を超えた場合は、その
超えた分の１％を加算

44,400円

上　　位
所得者※1

150,000円＋ 　
医療費分が５００，０００円
を超えた場合は、その
超えた分の１％を加算

83,400円

住民税非課
税 世 帯 35,400円　 　 24,600円

　※１　基礎控除後の総所得金額などが６７０万円（平成１８年１０月からは６００万円の予定）を超える世帯。
※２　過去１２か月間に、一つの世帯での支給が４回以上あった場合の４回目以降の限度額。

　　　○人口透析を要する上位所得者の自己負担限度額が変わります
　高額治療を長期間継続して行う必要がある疾病の場合、１か月の自己負担額は１万円までとされて
いましたが、慢性腎不全で人工透析を要する上位所得者については、自己負担額が１万円から２万円
に引き上げられます。

７０　

歳　

以　

上　

の　

人

　○現役並みの所得がある人の自己負担割合が変わります
　70歳以上または老人保健で医療を受ける人のうち、現役並みの所得がある人は、医療機関に支払う
自己負担割合が2割から3割に引き上げられます。

　　　○高額療養費（高額医療費）の自己負担限度額が変わります
　同じ月内に医療機関に支払った自己負担額の合計が高額になった場合、申請をして認められると、
自己負担限度額を超えた分は高額療養費（高額医療費）として支給されます。70歳以上または老人保
健で医療を受ける人は下表のように自己負担額限度額が一部引き上げられます。
平成18年
9月30日まで 　　　　　　　　　　　　　　　　 平成18年

10月1日から　　　　　　　　　●自己負担限度額（月額）　　　　　　　　　　　　●自己負担限度額（月額）

外来(個人単位) 外来＋入院（世帯単位）

一　般 12,000円　 40,200円　　

現役並み所
得者 40,200円　

72,300円＋　
医療費が３６１，５００円を
超えた場合は、その超
えた分の１％を加算(4回
目以降の場合４０，２００円)

低所得Ⅱ
 8,000円　

24,600円  　
低所得Ⅰ 15,000円  　

▶
外来(個人単位) 外来＋入院（世帯単位）

一　般 12,000円　 44,400円　　

現役並み所
得者 44,400円　

80,100円＋　
医療費が２６７，０００円を
超えた場合は、その超
えた分の１％を加算(4回
目以降の場合４４，４００円)

低所得Ⅱ
 8,000円　

24,600円  　
低所得Ⅰ 15,000円  　

　　　○療養病床に入院する場合の食費・居住費の負担が変わります
　療養病床に入院する70歳以上の人は、これまで食材料費相当（24,000円）のみを負担していました
が、今回の改正で食費（42,000円）と居住費（10,000円）を負担することになりました。（所得によ
り負担が軽減されます）※金額は1か月の目安です。

問い合わせ先　　市役所 国民健康保険課　電話 42－2161

平成18年
10月から
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 犬の登録及び狂犬病予防注射実施のお知らせ
　今年第２回目の登録及び予防注射を下記の日程で実施します。登録は生涯１回、狂犬病予防
注射は毎年１回受けなければなりません。まだ受けさせていない方は最寄りの場所、または獣
医師で必ず受けさせてください。獣医師で受ける場合は、注射料の外に注射済票交付手数料
550円が別途必要になります。※登録は生涯で１回、予防注射は毎年受けなければなりません。

◎期　日　９月１４日（木）　　☆登録料　３，０００円　　☆注射料　３，０００円

実　施　場　所 実施時間 実　施　場　所 実施時間

小 和 巻 老 人 憩 い の 家 前 ９：００～９：０５ 鷺 坂 岩 川 次 郎 宅 前 １０：２０～１０：２５

上 派 立 集 会 所 ９：１０～９：２０ 玉 水 農業研修センター前 １０：３０～１０：４０

下 町 柏 支 所 裏 駐 車 場 ９：２５～９：３５ 末 吉 老 人 憩 い の 家 前 １０：４５～１０：５５

上 古 川 古 坂 製 材 所 前 ９：４０～９：５０ 広 須 老 人 憩 い の 家 前 １１：００～１１：１０

下 古 川 農業研修センター前 ９：５５～１０：１５ 姥 島 集 会 所 前 １１：１５～１１：２５

　登録済みの場合は、送付している通知書に必要事項を記入のうえ、当日必ず持参してください。なお、未登
録犬については、出生年及び犬の体調を把握してください。犬の登録の内容変更（飼い犬の死亡、所在地の変
更等）があったときは、柏支所民生福祉課へ届け出てください。

問い合わせ先　　市役所 柏支所民生福祉課　電話 ２５－２１１１

森 田 地 区
入 居 予 定 日
平 成18年12月1日

団 地 名：森田第２若緑団地
所 在 地：つがる市森田町上相野地内
住宅規模：3ＬＤＫ
募集戸数：12戸（平屋2連戸）

柏 地 区
入 居 予 定 日
平 成18年12月1日

団 地 名：かしわ団地
所 在 地：つがる市柏桑野木田地内
住宅規模：2ＬＤＫ
募集戸数：12戸（平屋戸建て→公営10戸・特公賃2戸）

車 力 地 区
入 居 予 定 日
平成18年12月25日

団 地 名：富萢2号団地・屏風山2号団地
所 在 地：つがる市富萢町屏風山・車力町屏風山地内
住宅規模：2ＬＤＫ
募集戸数：4戸（平屋2連戸）

募 集 期 間 平成18年9月1日（金）～平成18年9月12日（火）

入 居 資 格

①所得が政令で定める基準（家族の月額所得が20万円以下）
※柏地区の特公賃（2戸）については60万1千円以下となります。
②現に住居に困窮していることが明らかな方
③現に同居し、又は同居しようとする親族がいる方
④市町村税を滞納していない方

家 賃 26，000円～55，000円（家賃は所得金額に応じて決定します）

必 要 書 類
①入居申請書（印鑑持参）　②平成18年度の所得証明書　③現在居住している方全員の住民
票（婚約中の場合は相手方の住民票の抄本）　④納税証明書（平成16・17・18年度分）
※申請書は建築住宅課に備えてありますのでお申し出下さい。

申し込み・問い合わせ先　　市役所 建築住宅課　電話42－2648

牛潟(2)遺跡の現地説明会について

縄文時代前期末（約５０００年前）の墓坑列

牛潟(2)遺跡の現地説明会について
　発掘調査で得られた成果を市民の皆さんに公開するため、現地説明

会を開催します。

　日　時　9月11日（月）　午前10時～（雨天決行）

　場　所　牛潟溜池北岸（牛潟池北側から西側に入る進入路があり、
　　　　　　　　　　　　県道から100m位。）

問い合わせ先　　市教育委員会 文化課　電話 49－1194

市
営
住
宅
入
居
者
募
集
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危
険
物
取
扱
者
試
験
受
験
者
募
集

　
（
財
）消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
青
森
県
支
部

は
、
消
防
法
の
規
程
に
よ
り
次
の
と
お
り
、
平

成
十
八
年
度
後
期
危
険
物
取
扱
者
試
験
を
実
施

し
ま
す
。

試
験
日
、
会
場

　

十
一
月
十
一
日
（
土
）
弘
前
市

　
　

弘
前
東
高
等
学
校

　

十
一
月
十
二
日
（
日
）
青
森
市

　
　

青
森
工
業
高
等
学
校

　

十
一
月
二
十
五
日
（
土
）
弘
前
市

　
　

弘
前
東
高
等
学
校

　

十
一
月
二
十
六
日
（
日
）
青
森
市

　
　

青
森
工
業
高
等
学
校

種
類　

甲
種
、
乙
種
、
丙
種

願
書
受
付
期
間
等

　
　

九
月
二
十
五
日（
月
）〜
十
月
四
日（
水
）

試
験
手
数
料

甲
種　

五
千
円

乙
種　

三
千
四
百
円

丙
種　

二
千
七
百
円

受
験
願
書
、受
験
案
内
等
の
入
手
先

　

受
験
願
書
、
受
験
案
内
等
は
、
消
防
試
験

研
究
セ
ン
タ
ー
青
森
県
支
部
及
び
県
内
各
消

防
本
部
等
関
係
機
関
の
窓
口
で
無
料
で
配
布

し
て
い
ま
す
。

受
験
願
書
提
出
・
問
い
合
わ
せ
先

　

〒
〇
三
〇－

〇
八
六
一

　

青
森
市
長
島
二
丁
目
一
番
五
号

　

み
ど
り
や
ビ
ル
四
階

　

㈶
消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
青
森
県
支
部

　

電
話
〇
一
七－

七
二
二－

一
九
〇
二

　

又
は　

つ
が
る
市
消
防
本
部
ま
で

児
童
手
当
の
支
給
対
象
が
拡
大

　

手
続
き
は
、
お
済
み
で
す
か

　

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
児
童
手
当
の
対

象
児
童
が
小
学
校
終
了
ま
で
拡
大
さ
れ
、
併
せ

て
所
得
制
限
が
緩
和
さ
れ
ま
し
た
。

要
件
を
満
た
し
、
期
限
ま
で
に
請
求
が
あ
っ
た

と
き
は
、
今
年
の
四
月
分
か
ら
手
当
て
を
受
給

で
き
ま
す
。

　

五
・
六
年
生
の
お
子
さ
ん
は
、
手
続
き
が
必

要
に
な
り
ま
す
。
ま
た
所
得
制
限
緩
和
に
伴
い
、

新
た
に
対
象
と
な
る
場
合
は
、
直
接
窓
口
へ
お

越
し
く
だ
さ
い
。

　

郵
政
公
社
、
国
立
大
学
、
国
立
病
院
等
を
除

く
公
務
員
は
、
各
勤
務
先
で
の
手
続
き
と
な
り

ま
す
。

　
支
給
対
象　

平
成
六
年
四
月
二
日
以
降
に
生
ま

れ
た
児
童
を
養
育
し
、
所
得
が
一

定
額
未
満
の
人

支
給
期
間　

十
二
歳
到
達
後
最
初
の
三
月
分
ま
で

支
給
月
額　

第
一
・
二
子　

五
千
円

　
　
　
　
　

第
三
子
以
降　

一
万
円

手
続
き
期
限　

九
月
二
十
九
日
（
金
）

手
続
き　

福
祉
課
ま
た
は
各
支
所
民
生
福
祉

課

　

拡
大
分
の
支
給
は
、
平
成
十
八
年
八
月
三
十

一
日
ま
で
の
申
請
分
ま
で
十
月
期
の
支
払
い
に

な
り
ま
す
。

　

問
い
合
わ
せ
先

　

市
役
所　

福
祉
課

　
　
　
　
　

電
話　

四
二－

一
一
一
三

障
害
者
と
地
域
社
会
に
つ
い
て

　
　
　
　

考
え
て
み
ま
せ
ん
か

　
『
み
ん
な
で
暮
ら
そ
う
！
こ
の
ま
ち
で
！
』

を
テ
ー
マ
に
、
精
神
障
害
者
施
設
の
立
地
に
伴

う
地
域
住
民
の
反
応
を
題
材
に
し
た
演
劇
の
上

演
と
実
際
に
地
域
で
生
活
す
る
精
神
障
害
者
の

支
援
に
携
わ
っ
て
き
た
講
師
に
よ
る
講
演
な
ど

が
行
わ
れ
ま
す
。

　

こ
の
機
会
に
、
精
神
障
害
者
へ
の
偏
見
や
差

別
、
安
心
し
て
暮
ら
し
や
す
い
社
会
の
実
現
に

つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

日　

時　

九
月
十
二
日
（
火
）

　
　
　
　

午
前
十
一
時
〜
午
後
二
時
三
十
分

場　

所　

 

イ
オ
ン
柏
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

二
階
イ
オ
ン
ホ
ー
ル

内　

容

　

福
祉
演
劇

　
　
「
こ
の
ま
ち
で
暮
ら
し
た
い
」

　
　
　

 

ふ
れ
あ
い
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
会
ユ
ニ
コ
ン

実
行
委
員
会

　

講　

演

　
　
「
こ
の
ま
ち
で
共
に
歩
む
」

　
　
　

講
師　

青
森
大
学
社
会
福
祉
学
科

　
　
　
　
　
　
　

助
教
授　

葛
西
久
志 

氏

　

演　

奏

　
　

ハ
ン
ド
ベ
ル

　
　
　

つ
が
る
市
デ
ィ
ケ
ア
参
加
者

※ 
申
し
込
み
は
不
要
。
ど
な
た
で
も
参
加
で
き

ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　

西
北
地
方
健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　

電　

話　

三
四－

二
一
〇
八

　
　
　
　
　

Ｆ
Ａ
Ｘ　

三
四－

七
五
一
六

○○○ 加工食品の原料原産地表示について ○○○
　ＪＡＳ法（「農林物資の規格化及び品質表示の適正
化に関する法律」）に基づき、消費者に販売される全
ての食品に表示が義務付けられています。『原産地』
について、現在は生鮮食品（農畜水産物）への『原産
地』表示と一部加工品（8品目）に『原料原産地』が
表示されています。
　10月2日から『原料原産地』を表示すべき加工食品
は従来の8品目から、生鮮食品に近い20食品群に拡大
されます。

問い合わせ先　　東北農政局青森農政事務所地域第三課（五所川原市字敷島町３６－５）　電話 ３５－２１３８

【原料原産地名の表示（加工食品）】

農 産
加 工 食 品

乾燥系、塩蔵系、ゆで・蒸し系、異種混合
系、緑系、もち、いり豆系、こんにゃく

畜 産
加 工 食 品

調味系、ゆで・蒸し系、表面あぶり系、衣
つけ系、異種混合系

水 産
加 工 食 品

乾燥系、塩蔵系、調味系、ゆで・蒸し系、
表面あぶり系、衣つけ系

農産・畜産
加 工 食 品
以外の混合

異種混合系
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経
営
者
の
み
な
さ
ん  　
　
　
　
　

『
経
営
革
新
塾
』に
参
加
し
ま
せ
ん
か

日　

程（
時
間
午
後
六
時
〜
午
後
八
時
三
十
分
）

　

十
月
十
八
日
（
水
）

　
　

成
功
す
る
経
営
者
の
発
想
と
着
眼
点

　

十
月
十
九
日
（
木
）

　
　
　

儲
か
る
会
社
に
変
わ
る
た
め
の
経
営

　

十
月
二
十
五
日
（
水
）

顧
客
と
の
良
好
な
関
係
を
維
持
・
強
化
し

て
い
く
た
め
の
仕
組
み
づ
く
り

　

十
月
二
十
六
日
（
木
）

「
中
小
企
業
新
事
業
活
動
促
進
法
の
あ
ら

ま
し
」
と
「
経
営
革
新
の
原
則
と
法
則
」

　

十
一
月
一
日
（
水
）

　
　
　
「
強
み
」
の
強
化
と
「
経
営
革
新
」

　

十
一
月
二
日
（
木
）

　
　
　

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
と
販
売
促
進
策

　

十
一
月
八
日
（
水
）

経
営
革
新
の
た
め
の
考
え
方
と
取
り
組
み

（
自
社
の
経
営
革
新
ア
イ
デ
ア
を
模
索
）

　

十
一
月
九
日
（
木
）

魅
力
あ
る
ビ
ジ
ネ
ス
プ
ラ
ン
づ
く
り
①

（
個
別
相
談
・
ア
ド
バ
イ
ス
）

　

十
一
月
十
五
日
（
水
）

魅
力
あ
る
ビ
ジ
ネ
ス
プ
ラ
ン
づ
く
り
②

（
個
別
相
談
・
ア
ド
バ
イ
ス
）

　

十
一
月
十
六
日
（
木
）

　
　

ビ
ジ
ネ
ス
プ
ラ
ン
の
発
表
と
講
評

会　

場　

つ
が
る
市
商
工
会
館
二
階
会
議
室

受
講
料　

五
千
円
（
テ
キ
ス
ト
代
込
）

定　

員　

三
十
名
（
九
月
二
十
九
日
締
切
）

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

つ
が
る
市
商
工
会

　
　
　
　
　
　

電
話　

四
二－

二
四
四
九

　

　つがる市公立保育所民営化等計画に基づき、保育所を運営する移管法人を募集します。

１　移管保育所の概要　 保育所名 つがる市立繁田保育所
所 在 地 つがる市稲垣町繁田母衣掛２７－１９
開設年月 昭和４５年４月
定　　員 ４５名
敷地面積 １，７００㎡
延床面積 ５０３．３８㎡
構　　造 木造・平屋建
建築年度 平成９年

２　移 管 日　平成１９年４月１日
３　応募資格
　⑴　 移管（募集対象）保育所の設置許可を受けることができる社会福祉法人（（既設・新設）（以下「法人」

という。））であること。
　⑵　つがる市に住所を有する法人であること。
　⑶　法令等を厳守し、つがる市の保育行政を積極的に推進する法人であること。
　⑷　理事長は、社会福祉事業に熱意と識見を持つと認められた者であること。
　⑸　 施設長は、健全な心身を有し、児童福祉事業に熱意のある者で、できる限り児童福祉事業の理論及び実

際について訓練を受けたものであること。
　⑹　その他諸条件を満たすことができること。
４　選　　考
　選考は、市が実施する資格審査及び基礎審査と、つがる市立保育所民営化に係る移管法人選考委員会が実
施する書面審査、面接及び現地調査によるものとします。
５　応募手続き
　⑴　 申込書等配布期間及び提出期間　　平成１８年９月１９日（火）まで
　⑵　提出書類　　ア　つがる市立保育所の移管に係る移管法人選考申込書（様式１）

　イ　法人等の概要（様式２－１～２－５）
　ウ　職員配置計画（様式３）
　エ　職員採用計画（様式４－１・４－２）
　オ　書面審査記入シート（シート①～⑱）
　　※その他添付書類があります。

　⑶　提出部数　　正本1部・副本１２部

詳細については、下記まで問い合わせください。

　　　　　　提出・問い合わせ先　　市役所　福祉課　児童福祉係
　　　　　　　　　　　　　　　　　〒０３８－３１９２　つがる市木造若緑６１－１
　　　　　　　　　　　　　　　　　電話 ０１７３－４２－１１１３　FAX ０１７３－４２－４５４６

平成１８年度つがる市立保育所民営化に係る移管法人募集




